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 接骨院・整骨院開業支援および療養費請求代行サービスを提供する（株）メディックス（本社：東京

都千代田区／代表取締役 金地辰旺／以下、メディックス）は、2019年4月1日より接骨院の受領委

任取り扱いの届出をする場合に必要な研修受講に関する特例措置が終了し、新規に接骨院を開業する

場合、事前の研修修了が必須となることを受け、特例措置が終了する前に開業するための「接骨院特別

開業セミナー」を2月17日（日）、3月21日（木）の2日間、開催することを発表しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨年4月1日に受領委任の取り扱いを行う施術管理者の要件が変更され、接骨院を新たに開業して受

領委任の取り扱いを行うには「1年以上の実務経験」と「施術管理者研修の修了」が必須となりましたが、

2019年3月31日までは「届出から1年以内に研修を修了すればよい」という特例措置がありました。今回、

この特例措置が終了することを受け、メディックスには柔道整復師の先生から早期開業の実現に関するお

問い合わせが多く寄せられていることから、そのためのセミナーを開催することといたしました。 

 

 接骨院特別開業セミナーでは、まだ施術管理者研修を受講していないものの、3月末までに届出を間に

合わせ、早期に接骨院・整骨院を開業したい柔道整復師の先生を対象に、開業資金、開業場所、各種

手続きなど、接骨院・整骨院の開業に必要なノウハウをお伝えし、特例措置が終了する前に開業するに

はどうすればよいのかをお話しします。 

 メディックスはこれまで、接骨院・整骨院の開業を1600件以上サポートしており、そこで培った短期間での

開業事例やノウハウをこのセミナーでお伝えすることで、急いで開業したい柔道整復師の先生のお役に立ち

たいと考えております。 

 

接骨院開業要件の研修に関する特例措置終了直前、特別開業セミナー、 

療養費請求代行のメディックスが、2/17、3/21 に開催 

受領印取り扱いの届出要件の特例措置消滅直前、「接骨院特別開業セミナー」を開催 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開業セミナー概要 

タイトル：   接骨院特別開業セミナー 

日時：     2019年2月17日（日）、3月21日（木） 10：00～12：00 

会場：     メディックス研修センター 東京都千代田区神田淡路町1-1-1 KA111ビル4F 

（都営新宿線・小川町駅・東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」 A5出口 徒歩１分） 

料金：     受講料、セミナー資料共に無料 

主催：     株式会社メディックス 

対象：     柔道整復師で接骨院の開業をお考えの先生及び経営者の方 

講師：     （株）メディックス 接骨院開業アドバイザー  川嶋 隆司 

申込方法：  下記URLより、詳細をご確認の上フォームにてお申込みください。 

https://www.mdx-center.com/seminar/seikotsuin_kaigyo2/ 

お電話でのお問い合わせ、お申込みも承っております。 

株式会社メディックス セミナー事務局 

TEL：03-3255-1088  受付時間：平日10時～18時 

 

 

【会社概要】 

株式会社 メディックス 

代表 ： 代表取締役 金地 辰 旺  

本社 ： 東京都千代田区神田淡路町 1-1-1 KA111 ビル 

     TEL：03-5297-8123  FAX：03-3255-7611 

URL： https://mdx-grp.co.jp/index.php 

事業内容：療養費請求代行事業／治療院経営コンサルティング事業／リラクゼーションサロン運営事

業／セラピスト育成事業／障がい者雇用モデル促進事業／接骨院・鍼灸院運営事業

／飲食事業 

 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社メディックス 販売促進・広報企画室 安彦（あびこ） 

TEL：03-5297-8130 FAX：03-3255-7611 e-mail：m.abiko@mdx-grp.co.jp 

これまでにメディックスが開催した開業セミナーの風景 

https://www.mdx-center.com/seminar/seikotsuin_kaigyo2/
https://mdx-grp.co.jp/index.php
mailto:m.abiko@mdx-grp.co.jp

